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2/2治水－１ー１

●概要

水害に強い地域づくり協議会

河川管理者 ＝ 貯留機能強化（堤内、堤外）
都市計画部局＝ 土地利用の規制・誘導
建築部局 ＝ 建築物耐水化

流域内保水機能
・都市計画との調整（調整池設置指導）

農林部局 ＝ 流域内保水機能、
・保水機能保全（森林整備：荒廃地整備）
休耕田等の貯留機の検討

土木部局 ＝ 流域内保水機能
・貯留機能強化

下水道部局 ＝ 調整池確保

河川管理者 ＝意識の啓発
情報提供
住民やマスメディア等への洪水情報提供
浸水実績表示
浸水想定表示
情報伝達体制等の基盤整備

防災部局 ＝避難誘導等体制の整備
避難訓練等

地下街管理者＝ 浸水対策施設の推進、避難経路明示
住民＝住民一人一人が災害への備えを行う

河川管理者 ＝ 水防活動の支援方策等検討
広域防災施設整備対策
災害対策用車両の搬入路等の整備
非常用資機材の備蓄
防災機関との連携（水防警報・洪水予報）

下水道部局 ＝ 排水機場運用の検討
防災関係機関 ＝ ①気象台＝情報交換

②自衛隊＝避難支援、救出、水防（被害拡大防止
）

③水防事務組合＝水防（被害拡大防止）
警察部局 ＝ 避難支援、道路危険区域進入規制
消防部局 ＝ 避難支援、救急、救出
保健部局 ＝ 避難支援、救命、医療・衛星関係
土木部局 ＝ 避難支援、道路閉鎖、災害復旧
ﾗｲﾌﾗｲﾝ関係機関（ガス、水道、電気、鉄道）への情報提供、災害復旧
地下街管理者 ＝ 避難支援（的確な避難誘導）
住民等（住民・消防団・水防団）＝水防（被害拡大防止）、避難支援等
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１．防災情報は、行政と住民との間の双方向の情報伝達等ができる体制の整備
２．時間と場所を問わずわかりやすい情報を容易に入手できるよう、情報提供の積極的な展開
３．防災に関わる行政の連携を密にしておく。
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自分で守る（情報伝達、避難体制整備）

●具体的な整備内容 ●検討・実施内容

①意識の啓発
②情報提供
③住民やマスメディア等への洪水情報提
供及び収集
④浸水実績表示
⑤浸水想定表示
⑥避難誘導等体制の整備
⑦避難訓練等
⑧情報伝達体制等の基盤整備
⑨災害情報普及支援室の設置

住民一人一人が災害への備えを行う。
そのためには、日頃より防災意識を高
め、いざという時に的確な行動がとれ
るよう、意識の啓発を行う。
住民、自治体、関係機関への河川情
報の提供システムの強化を図る。
下記の項目について検討・実施する。

●委員会等からの意見
「基礎案に係る具体的な整備内容シート」において、「浸水想定区域からの住宅移転」をも
含め、「市街化抑制」が謳われていることは、先の「意見書」においても高く評価したところで
ある。したがって、県、市町村等との連携の内容なども含めてその検討の結果などをも、充
分詳細に明らかにすべきである。

●進捗状況

①意識の啓発（治水-4 参照）
・浸水危険度マップ作成
・琵琶湖浸水想定区域内 看板設置
③住民やマスメディアなどへの洪水情報提供および収集（治水-3参照）

・瀬田川洗堰下流域で特別警戒水位設定
⑤浸水想定表示 （治水-17参照）

琵琶湖浸水想定区域図公表 （平成17年6月10日 公表)
⑧情報伝達等の基盤整備
自治体・放送局等への画像等の配信のため基盤整備実施。
⑨災害情報普及支援室の設置
琵琶湖河川事務所災害情報普及支援室を設置し、「水害に強い地域づくり協議会」
等を通してハザードマップづくりの協力を行う。

●今後の見通し等

①意識の啓発（治水-4 参照）
・浸水危険度マップ作成
・琵琶湖浸水想定区域内 看板設置
③住民やマスメディアなどへの洪水情報提供および収集（治水-3参照）

・瀬田川洪水予報指定河川への位置づけ予定
・草津川特別警戒水位設定予定

⑧情報伝達等の基盤整備
自治体・放送局等への画像等の配信に向けて調整を進める。
⑨災害情報普及支援室の設置
草津市のハザードマップ（平成１８年度末に公表予定）作成支援（平成１８年度）
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自分で守る（情報伝達、避難体制整備）

●具体的な整備内容 ●検討・実施内容

①意識の啓発
②情報提供
③住民やマスメディア等への洪水情報
提供及び収集
④浸水実績表示
⑤浸水想定表示
⑥避難誘導等体制の整備
⑦避難訓練等
⑧情報伝達体制等の基盤整備
⑨災害情報普及支援室の設置

住民一人一人が災害への備えを行う。
そのためには、日頃より防災意識を高
め、いざという時に的確な行動がとれ
るよう、意識の啓発を行う。
住民、自治体、関係機関への河川情
報の提供システムの強化を図る。
下記の項目について検討・実施する。

●委員会等からの意見

●進捗状況

①意識の啓発
・水害に強い地域づくり協議会（仮称）準備会の開催
②情報提供

・防災サイトの構築。（平成１７年度内）

・ウェブサイトの改良。（平成１７年度内）

・ウェブサイトにおける重要水防箇所の情報提供。（暫定公開中）

③住民やマスメディアなどへの洪水情報提供および収集

・地元ケーブルテレビ局とＣＣＴＶ映像交換について協議中。
⑧情報伝達等の基盤整備
・直轄光ケーブル網を拡張
⑨災害情報普及支援室の設置
ハザードマップ作成や周知について必要な資料の提供

●今後の見通し等

①意識の啓発
・住民説明会等については、水害に強い地域づくり協議会（仮）において各自治体
主体で実施し、その中で国が説明する機会を設けられるよう働きかける。

②情報提供
・携帯電話での一般向け雨量・水位・ダム放流情報メール配信サービスの検討。
③住民やマスメディアなどへの洪水情報提供および収集

・地元ケーブルテレビ局とのＣＣＴＶ映像交換を検討。 （名張市、伊賀市とも連携予定）

⑧情報伝達等の基盤整備
・直轄光ケーブル網の拡張に加え、地元ケーブルテレビのインフラを利用して相互
の連携を図る。

⑨災害情報普及支援室の設置
流域市町村のハザードマップ作成支援
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みんなで守る（水防活動、河川管理施設の運用）

●具体的な整備内容 ●検討・実施内容

水防団との連携を一層強化するとともに、
水防団員の高齢化等の課題を踏まえた支
援方策を検討する。
洪水時には、円滑且つ効果的な水防活動
ができるように水防活動の拠点、現地に即
した搬入路整備や備蓄材の確保を図るとと
もに、迅速な水防活動や施設操作を行うた
めの河川情報の共有化やシステムの構築
を図る。
内水排水ポンプ場の運転については、下流
に流量増をもたらすことから、あらかじめ施
設管理者を含め、運転調整を図る。

①水防団の支援方策
②自主防災組織の活性化
③防災機関との連携
④広域防災施設整備対策
⑤災害対策用車両の搬入路等の整備
⑥非常用資機材の備蓄
⑦排水機場運用（大島排水機場・針ノ木排水機場）

●委員会等からの意見

「基礎案に係る具体的な整備内容シート」において、「浸水想定区域からの住宅移転」をも含め、「市
街化抑制」が謳われていることは、先の「意見書」においても高く評価したところである。したがって、県、
市町村等との連携の内容なども含めてその検討の結果などをも、充分詳細に明らかにすべきである。

【琵琶湖部会】

●進捗状況
①水防団との連絡会において、課題を踏まえた支援の方策等について検討する
・「瀬田川・野洲川・草津川水防連絡会」の実施
防災関係者と出水報告や防災に関した話題の議論、各河川の危険箇所を現地視察、意見交換な
どを実施することで共通認識を高め防災機関の連携強化に努めた。
③防災機関との連携
○洪水予報・水防警報・水位情報周知河川
・瀬田川 特別警戒水位設定
平成17年7月水防法の改正に伴い瀬田川洗堰下流域を水位情報周知河川とし特別警戒水位を
設定。住民が避難の目安になる水位を関係機関ならびに住民に向けて情報発信することとした。
・野洲川(洪水予報指定河川)の危険水位見直し
すでに、洪水予報指定河川である野洲川においては、危険水位を見直し変更した。これにより、適
切で精度の高い洪水予報実施に努める。

●今後の見通し等
①水防団との連絡会において、課題を踏まえた支援の方策等について検討する
・ 「瀬田川・野洲川・草津川水防連絡会」ひきつづき、出水期前（定期的）および必要時（不定期）に
実施する。
③防災機関との連携
○洪水予報・水防警報・水位情報周知河川
・瀬田川を洪水予報指定河川とする
平成１７年度末に琵琶湖洪水予報が滋賀県へ移管されると同時に（琵琶湖洪水予報の一部で
あった瀬田川上流域も含め）瀬田川管理区間（7.5km）を新たに洪水予報指定区間に指定する。
・草津川を水防警報指定河川及び水位情報周知河川とする平成１７年度末に草津川管理区間
(5.5km)を水防警報指定ならびに特別警戒水位を設定する。
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瀬田川
●進捗状況
・水位情報周知河川に指定し、特別警戒水位を設定した。

（平成17年7月設定）

●今後の見通し等
・瀬田川を洪水予報指定河川とする。
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みんなで守る（水防活動、河川管理施設の運用）

●具体的な整備内容 ●検討・実施内容

水防団との連携を一層強化するとともに、
水防団員の高齢化等の課題を踏まえた支
援方策を検討する。
洪水時には、円滑且つ効果的な水防活動
ができるように水防活動の拠点、現地に即
した搬入路整備や備蓄材の確保を図るとと
もに、迅速な水防活動や施設操作を行うた
めの河川情報の共有化やシステムの構築
を図る。
内水排水ポンプ場の運転については、下流
に流量増をもたらすことから、あらかじめ施
設管理者を含め、運転調整を図る。

①自主防災組織の活性化
②防災機関との連携
③広域防災施設整備対策
④災害対策用車両の搬入路等の整備
⑤非常用資機材の備蓄
⑥排水機場運用の検討

●委員会等からの意見

●進捗状況

②防災機関との連携
○洪水予報・水防警報
・木津川上流域水防警報区間の変更
木津川上流洪水予報区間と揃え、服部川・柘植川の直轄区間を追加、名張川の高山ダム下流
区域を指定解除する。
・木津川上流域における危険水位見直し
木津川上流域の危険水位の見直しを行った。
③広域防災施設整備対策
・平成１７年度 名張川河川防災ステーションの排水・路床整備工事を実施

●今後の見通し等
②防災機関との連携
○洪水予報・水防警報
・引き続き各自治体等に向けて情報提供を行っていく。

③広域防災帯施設整備対策
・名張川河川防災ステーション整備を継続実施し、Ｈ１８年度に運用可能とする。

④災害対策用車両の搬入路等の整備について
・車両交換場所等の整備を順次実施していく。

⑤非常用資機材の備蓄
・Ｈ１８年度 名張川河川防災ステーションに整備に伴い備蓄予定
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木津川上流洪水予報区間

木津川上流水防警報区間
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木津川上流域
●進捗状況
・木津川上流域の危険水位の見直しを行った。（見直しの結果、変更なし）

木津川

柘植川

服部川

名張川
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【猪名川排水ポンプ場運転調整連絡協議会（仮称） 準備会】

大阪府、兵庫県、豊中市、池田市、尼崎市、伊丹市、川西市、（の河川、
下水 道部局 担当者）

河川管理者（国土交通省） （平成１３年度 ～ 平成１６年度）

【水害に強い地域づくり協議会

排水ポンプ場の運転調整に関する専門部会】

大阪府、兵庫県、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、尼崎市、
伊丹市、川西市、宝塚市、猪名川町（の企画、都市、土木各部局）

近畿地方整備局、水資源機構 （ 平成１８年 ３月設立）

調整経緯

【猪名川排水ポンプ場運転調整連絡協議会（仮称） 準備会】

第１回第１回 （（H14.2H14.2））
ン 場の運転調整」の概念を「排水ポンプ場の運転調整」の概念を流域関係者に周知

第２回第２回 （（H15.8H15.8））
流域関係者で運転調整の必要性を流域関係者で共有

回第３回 （（H 3H16.3）・第４）・第４回 （ 16.H16.5）
運転調整のルールを議論するための下地を形成運転調整のルールを議論するための下地を形成
回第５回 （（H 7H16.7））

破堤後の運転調整については、大筋で合意を得る破堤後の運転調整については、大筋で合意を得る
第６回第６回 （（H16.10H16.10））

るこ が明確となる現行の連絡体制では、緊急対応が困難であることが明確となる

運転調整に向け、流域全体で課題を検討し、「水害に強い地域づくり協議会」
の今後設立される他の「自分で守る部会」「地域で守る部会」等と連携を取り
調整を進める。
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（協議会運営フローチャート）

（平成１８年 ３月 設立）

運転調整の基準の策定

・運転調整要綱の策定
・操作規則・操作要領の作成
・情報連絡網の整備、連絡体制の確立

住民周知に関わること
・連絡方法、避難方法の検討

上下流の協力
・上下流自治体による協力の検討

【水害に強い地域づくり協議会

排水ポンプ場の運転調整に関する専門部会】

大阪府、兵庫県、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、尼崎市、伊丹市、川西市、
宝塚市、猪名川町（の企画、都市、土木各部局）

近畿地方整備局、水資源機構

みんなで守る

排水機場運用の検討

水防活動への支援方策

防災機関との連携

広域防災施設整備対策

災害対策用車両の搬入路等の整備

非常用資機材の備蓄

地域で守る

土地利用の規制・誘導

建設物耐水化

流域内保水機能、貯留機
能強化

水害に強い地域づくり協議会

自分で守る

情報伝達

避難体制整備
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40/47治水－１－４－２

地域で守る（街づくり、地域整備）

●具体的な整備内容
①土地利用の規制・誘導
氾濫原における氾濫特性等を踏まえた土地利用規制や移転促進方策について自治体の検討を支援
する。
②建築物耐水化
水道や電気等のライフライン施設や重要公共施設の耐水化について、各管理者を支援する。
③流域内保水機能、貯留機能強化
○ 保水機能の保全
森林等の保水機能の保全、新規及び既開発地の保水機能保全対策（調整池、貯留施設、浸透施設）
について、自治体の検討を支援する。
○ 貯留機能の強化

河川への流出量を抑制するために、遊水地等の貯留施設の設置について検討する。公共施設におけ
る地下貯留施設の設置や家庭における雨水マス設置等について、自治体の検討を支援する。
○ 都市計画との調整
従来の都市計画法などの開発指導のみならず、地域の特性にあわせた規模、形態の貯留施設を設置
する等、民間管理施設の貯留機能の担保についての、自治体の検討を支援する。

●委員会等からの意見

「基礎案に係る具体的な整備内容シート」において、「浸水想定区域からの住宅移転」をも含
め、「市街化抑制」が謳われていることは、先の「意見書」においても高く評価したところである。
したがって、県、市町村等との連携の内容なども含めてその検討の結果などをも、充分詳細に
明らかにすべきである。

【琵琶湖部会】

●進捗状況

①浸水危険度マップ作成
「琵琶湖湖南流域 水害に強い地域づくり協議会」（整備シート 治水－１参照）において検討。
浸水の状況を頻度毎に区別して示した図で、洪水ハザードマップの役割のみでなく、琵琶湖の
水位上昇により高頻度に起こる低地の水害に対するリスクも把握し、今後の地域のあり方を検
討していく。まず高頻度・中頻度のﾏｯﾌﾟの作成について、草津市をモデル市としてWGを設置し、
検討を行っている。

第4回協議会をH18.3月に開催予定。
水害に強いHP：地域づくり協議会http://www.biwakokasen.go.jp/others/stnccl/index.html
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